
就学
しゅうがく

援助
え ん じ ょ

の申請
し ん せ い

受付
う け つ け

が始
は じ

まります 
 

⓵申請書兼
しんせいしょけん

世帯
せ た い

状 況 票
じょうきょうひょう

 ⓶証明
しょうめい

書類
しょるい

 

令
れい

和
わ

８年
ねん

２月
がつ

４日
にち

 

保護者
ほ ご し ゃ

のみなさまへ 

大阪市立
お お さ か し り つ

塩草
しおくさ

立
たて

葉
ば

小学校
し ょ う が っ こ う

 

校
こ う

 長
ちょう

  竹内
たけうち

 幸
ゆき

延
のぶ

 

 

 

 

 

 

１ 提出書類
て い し ゅ つ し ょ る い

  

 

 

 

 

 

 

 

 

申
もう

し込
こ

みをしたい方
かた

は、上
じょう

記
き

２点
てん

を出
だ

してください。 

【提出先
ていしゅつさき

】１～５年生
ねんせい

：通学中
つうがくちゅう

の小学校
しょうがっこう

、６年生
ねんせい

：入学
にゅうがく

する中学校
ちゅうがっこう

 

※ただし、下記
か き

に記載
き さ い

の対象
たいしょう

の中学校
ちゅうがっこう

（◆）に入学
にゅうがく

される場合
ば あ い

に限
かぎ

り、３月
がつ

末
まつ

までは小学校
しょうがっこう

でも申請
しんせい

書類
しょるい

を

受
う

け付
つ

けます。 

２ 申請期間
し ん せ い き か ん

   令
れ い

和
わ

８年
ね ん

３月
が つ

２
ふ つ か

日（月
げ つ

）～令
れ い

和
わ

８年
ね ん

６月
が つ

３０日
に ち

（火
か

）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 大切
たいせつ

な内容
ないよう

が含
ふく

まれています。必
かなら

ず保
ほ

護
ご

者
しゃ

の方
かた

が持参
じ さ ん

または郵送
ゆうそう

してください。 

※ 申
しん

請書
せいしょ

を受
う

け付
つ

けた時
とき

に「受領書
じゅりょうしょ

」をお渡
わた

しします。郵送
ゆうそう

で出
だ

された場合
ば あ い

は「受領書
じゅりょうしょ

」は郵送
ゆうそう

します。

申
しん

請
せい

書
しょ

を出
だ

したにもかかわらず、「受
じゅ

領
りょう

書
しょ

」が手
て

元
もと

に届
とど

かない場
ば

合
あい

は、お手
て

数
すう

ですが提
てい

出
しゅつ

した学
がっ

校
こう

の

事務室
じ む し つ

までお知
し

らせください。 

小学校
しょうがっこう

と中学校
ちゅうがっこう

にきょうだいがいるご家庭
か て い

へ 

下記
か き

に記載
き さ い

の【対象
たいしょう

の小学校
しょうがっこう

と中学校
ちゅうがっこう

】にきょうだいが在学
ざいがく

する場合
ば あ い

は、小学校
しょうがっこう

または中学校
ちゅうがっこう

の

いずれかにまとめて提出
ていしゅつ

することができます。 

ただし申請書
しんせいしょ

は、お子
こ

さまが令
れい

和
わ

８年
ねん

４月
がつ

１
ついた

日
ち

以
い

降
こう

に在学
ざいがく

する小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

ごとに作成
さくせい

が必要
ひつよう

です。 

 

【対象
たいしょう

の小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

】 

◇小学校
しょうがっこう

：栄
さかえ

小学校
しょうがっこう

・大国
だいこく

小学校
しょうがっこう

・浪速
なみはや

小学校
しょうがっこう

・敷津
し き つ

小学校
しょうがっこう

・塩草
しおくさ

立葉
た て ば

小学校
しょうがっこう

・難波
な ん ば

元町
もとまち

小学校
しょうがっこう

 

 ◆中学校
ちゅうがっこう

：難波
な ん ば

中学校
ちゅうがっこう

・日本橋
にっぽんばし

中学校
ちゅうがっこう

・木津
き づ

中学校
ちゅうがっこう

・心
しん

和中
わちゅう

学校
がっこう

 

 

「就学
しゅうがく

援助
えんじょ

制度
せ い ど

」とは、お子
こ

さまが大阪
おおさか

市立
し り つ

の小
しょう

・中
ちゅう

・義務
ぎ む

教育
きょういく

学校
がっこう

に通学
つうがく

しており、安心
あんしん

して

楽
たの

しく学校
がっこう

で勉強
べんきょう

できるように、学校
がっこう

生活
せいかつ

で必要
ひつよう

なお金
かね

について助
たす

ける制
せい

度
ど

です。詳
くわ

しくは、一緒
いっしょ

に

配付
は い ふ

している「令
れい

和
わ

８年
ねん

度
ど

（2026年度
ね ん ど

）就学
しゅうがく

援助
えんじょ

制度
せ い ど

のお知
し

らせ（早期
そ う き

2・一般
いっぱん

・随時
ず い じ

）」をお読
よ

み

いただき、就学
しゅうがく

援助
えんじょ

の申
もう

し込
こ

みをしたい方
かた

は、申
もう

し込
こ

みに必要
ひつよう

な書類
しょるい

を学
がっ

校
こう

へ出
だ

してください。 

裏面
り め ん

もご覧
らん

ください 

　
申
請
理
由
の
変
更
・
世
帯
状
況
の
変
更
が
あ

っ
た
場
合
は

、
速
や
か
に
児
童
生
徒
が
通
学
さ
れ
て
い
る
学
校
に
申
出
て
く
だ
さ
い

。

□ 持家

□ 借家等　（賃貸契約書の写し等の提出が必要です。）

 《世帯状況（生計を一にする者全員）》　 ※申請理由にかかわらず、必ず記入してください。

 固定資産税を減免された。□ ②

就学援助認定後は、就学援助費の請求、受領、返納、物品購入等に関する権限を、校長を代理人と定め委任します。

又、支給される就学援助費については、直接、学校給食費、又は、学校徴収金の教材費、

6
令・平

昭・大

西   暦
・　　　・

委任状及び同意書

・　　　・

5
令・平

昭・大

西   暦
・　　　・

4/1

フ　リ　ガ　ナ 申請者か ら

みた続柄
生　年　月　日 別居の場合、住所を記入

きょう だいの在籍する

学校名・新学年 等

 

随

時

・

再

審

査

申

請

は

 

申

請

日

現

在

4
令・平

昭・大

西   暦

3
令・平

昭・大

西   暦
・　　　・

□ 税情報を利用せず、証明書類を添付する。（一般１申請は対象外） 証明書類は裏面をご覧ください。

世帯人数 人

　

（
申
請
理
由
①
・
⑫
の
方
は

、
裏
面
も
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い

。

）

  《市民税額・所得金額等の確認方法》  　(申請理由が①・⑫の場合のみ、どちらかに? をつけてください。）

□ 税情報を利用する。
・令和５年１月１日現在の市内居住者が利用できます。
・申請書記載のなまえ・生年月日・住所で確認しますので、世帯状況欄は正確にご記入ください。
・申請区分「一般１」「随時(令和５年中申請分)」申請のみ利用できます。

　※世帯全員の方に同意の意思を確認のうえ、記名ください。

2
令・平

昭・大

西   暦
・　　　・

審査処理欄
家　　族　　名

現
在
の
状
況

1 ・　　　・

《特別な事情》 　※該当する事由があれば? をつけてください。

□ ⑩  生活保護を停止又は廃止された。

□ ⑪  生活保護を受けている。

□ ⑨  火災、風水害、震災、その他の災害にあった。

□

⑥  児童扶養手当の支給を受けている。

□ ⑦  生活福祉資金の貸付の決定を受けた。

□

 国民年金保険料を減免された。

□ ⑤  国民健康保険料を減免又は徴収猶予された。

□ ③  個人事業税を減免された。

※
申
請
内
容
に
変
更
が
あ

っ
た
場
合
は

、
す
ぐ
学
校
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

。

　税情報利用
 （５月12日まで）

大阪市教育委員会あて　　次のとおり就学援助を申請します。 　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

児
童
生
徒
名

大阪市立

新  　学年 名
前

フリガナ

□ ④

新  　学年 

 R5.1.1現在の住所（「一般１」申請で現住所と異なる場合は必ず記入ください）
新  　学年 

□ ①  市民税が非課税である。

令和５年度（2023年度）就学援助申請書兼世帯状況票 校園コード

《申請区分》　 いずれかの区分　　　　　を囲んでください。　　※ （　　　　） 内は申請期限です。

有　・　無

人数 所　　得 賃貸契約書 市外転入日 受取日審査

処理欄
認 否

コード
保

認定日

就学援助審査に際して、教育委員会が住民基本台帳及び個人市民税課税台帳を閲覧し、必要な情報を確認すること、
また、申請書の記載事項及び調査・閲覧事項を電子計算機に登録し、事務処理に活用することに同意する。

申請者名

申請者名

    書類審査
   （３月13日まで）

    書類審査
   （６月30日まで）

   ７月１日以降
   随時

⑧  雇用保険被保険者手帳を有する日雇労働者である。

　 □ 令和   年   月   日に(             　)が解雇等 ・ 倒産 ・ 廃業 により失業
　   　※ 解雇等の場合、雇用保険受給資格者証の離職理由コード （ 　　）
　 □ その他（記入内容は、「お知らせ」の7ページをご覧ください。）

小 ・ 中 学 校
義務教育学校

（
保
護
者

）

申
　
請
　
者

現
住
所

電話（　　　　 　　　　　　　　　　　）
大阪市　　　　　　区　

⑫ ①～⑪には該当しないが、経済的に困っている。

申請者

（保護者）

令・平

昭・大

西   暦

 　《申請理由》　該当する理由に? をつけてください。 □

新  　学年 

お
子
さ
ま
が
お
通
い
の
学
校
ご
と
に
１
枚
必
要
で
す・B

申請理由

①または⑫

申請理由

①～⑫

申請理由

①～⑫

・i

・j

申請理由

①～⑪

一般１ 一般２早期２ 随 時 再審査

※下記のどちらかに をつけてください。令和5年4月1日現在（随時は申請日現在）
住宅形態によって、所得基準が異なります。

（お問
と

い合わせ先
さき

） 

塩草
しおくさ

立
たて

葉
ば

小学校
しょうがっこう

 

事務室
じ む し つ

 何
か

 

TEL：06－6561－3095 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請
し ん せ い

に関
か ん

するＱ＆Ａ 
 

Ｑ1．早
はや

い時
じ

期
き

に申請
しんせい

した方
ほう

が援助
えんじょ

額
がく

は多
おお

くなるの？ 

Ａ1．申請
しんせい

期限内
き げ ん な い

に申請
しんせい

すれば、援助
えんじょ

額
がく

に違
ちが

いはありません。 

ただし、早期
そ う き

２は認否
に ん ぴ

結果
け っ か

の時期
じ き

が早
はや

いので、より早
はや

い時
じ

期
き

に援助
えんじょ

を受
う

けることができます。 

税
ぜい

情報
じょうほう

の利用
り よ う

・申請
しんせい

理由
り ゆ う

が⑫以外
い が い

の方
かた

は、早期
そ う き

２で申請
しんせい

することをお勧
すす

めします。 

【早期
そ う き

２の申請
しんせい

期限
き げ ん

：３月
がつ

１２日
にち

（木
もく

）】 

Ｑ3．援助費
え ん じ ょ ひ

を徴収
ちょうしゅう

金
きん

届出
とどけで

口座
こ う ざ

以外
い が い

の口座
こ う ざ

で受
う

け取
と

るには、どうしたらいいの？ 

Ａ3．別途
べ っ と

「口座
こ う ざ

振替
ふりかえ

申出書
もうしでしょ

」の提出
ていしゅつ

が必要
ひつよう

です。 

用紙
よ う し

は学校
がっこう

にありますので、ご希
き

望
ぼう

の方
かた

はお手
て

数
すう

ですが提出
ていしゅつ

する学校
がっこう

までお知
し

らせください。 

Ｑ2． 税
ぜい

情報
じょうほう

を利用
り よ う

する場合
ば あ い

、何
なに

か注意
ちゅうい

することはあるの？ 

Ａ2． 収入
しゅうにゅう

の有無
う む

にかかわらず、３月
がつ

１６日
にち

までに所得
しょとく

の申告
しんこく

を済
す

ませておいてください。 

申
しん

告
こく

がされていないと税
ぜい

情
じょう

報
ほう

の確
かく

認
にん

ができないため、審
しん

査
さ

ができません。その場合
ば あ い

、追加
つ い か

で所得
しょとく

を証明
しょうめい

する書類
しょるい

の提出
ていしゅつ

が必要
ひつよう

になることがあります。その他
ほか

にも注意
ちゅうい

する点
てん

がありますの

で、「令
れい

和
わ

８年
ねん

度
ど

（2026年度
ね ん ど

）就学
しゅうがく

援助
えんじょ

制度
せ い ど

のお知
し

らせ」の３～５ページをご確
かく

認
にん

ください。 

Ｑ4．申
しん

請書
せいしょ

等
など

の提出
ていしゅつ

方法
ほうほう

に「送付
そ う ふ

」とあるけど、どうしたらいいの？ 

Ａ4．提出先
ていしゅつさき

の学校
がっこう

(事務室
じ む し つ

)まで、持参
じ さ ん

または郵送
ゆうそう

してください。 

   なお、各学校
かくがっこう

の住所
じゅうしょ

は次
つぎ

のとおりです。 

 

郵便番号 住所 郵便番号 住所

栄 556-0025 浪速東1-1-61 難波 556-0024 塩草1-1-59

大国 556-0014 大国1-9-3 日本橋 556-0004 日本橋西1-7-6

浪速 556-0004 日本橋西1-7-6 木津 556-0013 戎本町1-3-46

敷津 556-0012 敷津東3-9-32 心和 556-0006 日本橋東3-1-23

塩草立葉 556-0024 塩草1-4-31

難波元町 556-0016 元町1-5-30

学校名 学校名

小
学
校

中
学
校

Ｑ5．就学
しゅうがく

援助
えんじょ

認定
にんてい

結果
け っ か

がわかるまでの期間
き か ん

、 

学校
がっこう

徴収
ちょうしゅう

金
きん

（児童費
じ ど う ひ

・生
せい

徒費
と ひ

）の徴収
ちょうしゅう

猶予
ゆ う よ

をしてほしいけど、どうしたらいいの？ 

Ａ5．希望制
き ぼ う せ い

となりますので、通学中
つうがくちゅう

（予定
よ て い

）の学校
がっこう

の事務室
じ む し つ

まで、お知
し

らせください。 

もし、否
ひ

認定
にんてい

となった場合
ば あ い

は、認定
にんてい

結果後
け っ か ご

の徴収
ちょうしゅう

月
づき

で徴収
ちょうしゅう

します。 


